
①

申請

※「依頼書」は、ホームページより印刷して下さい。

②

を郵送する。

③

をＦＡＸする。

④

施設と連絡の上、訪問日時を決める。

⑤

※必要資料を確認する。

※施設内の設備・機器類を確認する。

※アンケートを配付する。

⑥

代行して行う。

　※不足資料・情報がある場合は、
　　この間に連絡をします。

●施設より、「事前調査票」（必要事項を記入の上）

●水利協は、「自主管理手引書」の作成事務を

●「事前調査票」をもとに打合せを行う。

●水利協は、「事前調査票」を受取後、

●水利協より、「事前調査票」および「必要資料一覧」

●施設より、「依頼書」をＦＡＸまたはメールで送信する。
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⑦

申請

アンケートをＦＡＸする。

※１回目の施設訪問時の打合せで
　不足している内容・要望について伝える。

⑧

※協会は施設に手引書の内容について説明を行う。

※内容確認後、同意書を取り交わす。

●施設より、１回目の訪問から１週間以内に

●協会より、作成した「自主管理手引書」を提出する。

２回目の施設訪問 
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完了 


